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海外送金依頼に係る外為法関連規制の申告書兼個人情報保護法の確認書 

第一商業銀行東京支店 御中 

本人                            (お届け印) 

は     年    月    日に、作成した「外国送金依頼書兼告知書」を提出するに 

あたり（受取人              、送金通貨・金額              ） 、 

下記の通り申告し、確認いたします。 

□ 1. 依頼する外国送金は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置等(注１)

に該当しません。また受取人は、北朝鮮に住所若しくは居所を有する個人若しくは

主たる事務所を有する法人その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支

店等を含みます。）又はこれらのものにより実質的に支配されている法人その他

の団体ではないことを申告します。 

□ 2. 制裁対象者及び対象品目の最新情報をご確認した上で貴行に「外国送金依頼書

兼告知書」を提出します。(注２) 

□ 3. 依頼する外国送金によって外国にある第三者への個人データが提供されること

について、以下を確認した上で同意します。 

 国際決済のために外国銀行等と締結している契約(コルレス契約)上の制約

や経由銀行の判断が尊重されることなどの理由から、外国送金依頼を受け

付けた時点においては、貴行は経由銀行の有無や経由銀行名およびその所

在地を把握することができず、個人データが提供される「外国の名称」が特

定できないこと。 

 加えて、送金可能な国・銀行の数が非常に多いことから、 経由銀行および最

終受取銀行の所在する外国における個人情報の保護に関する制度に関する

情報や当該外国銀行等の個人情報の保護のために講じる措置についても、

情報提供できない場合があること。 

 諸外国の個人情報保護制度等については、全国銀行協会のウェブサイト

（https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/）及び国の

行 政 機 関 で あ る 「 個 人 情 報 保 護 委 員 会 」 の ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

#gaikoku）において確認する必要があること。 

                                                      

注１ 「①北朝鮮に対する貿易に関する支払規制」、「②北朝鮮・イランに対する資金使途規制」、「③北朝鮮に

対する支払の原則禁止措置」、「④ロシア・ベラルーシ等に対する資産凍結等の措置」、「⑤ロシアに対

する新規の対外直接投資の禁止措置」及び「⑥ロシア・ベラルーシ等に対する輸出入禁止措置」等 

注２ 制裁対象者及び対象品目の最新情報は、財務省及び経済産業省のホームページをご確認ください。 


